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評
1
　
欧
州
防
衛
統
合
過
程
は
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第
二
次
世
界
大
戦
後
の
欧
州
防
衛
共

同
体
創
設
の
失
敗
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
に
至
る
ま
で
続
い
て
き
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て
い
る
。
し
か
し
、
超
国
家
的
な
組
織
と
し
て
構
想
さ
れ
た
欧
州
防

衛
共
同
体
（
E
D
C
）
が
挫
折
に
終
わ
り
、
欧
州
防
衛
統
合
は
、
超

国
家
的
組
織
で
あ
る
欧
州
共
同
体
の
道
か
ら
は
ず
れ
て
、
独
自
の
発

展
過
程
を
経
て
き
た
。
ま
た
、
将
来
二
〇
〇
四
年
に
調
印
さ
れ
た
欧

州
憲
法
条
約
が
発
効
し
た
と
し
て
も
、
欧
州
防
衛
統
合
が
当
初
構
想

さ
れ
た
欧
州
防
衛
共
同
体
の
超
国
家
的
な
枠
組
の
軌
道
に
再
び
戻
る

こ
と
は
意
味
し
な
い
。
し
か
し
、
最
近
、
欧
州
防
衛
統
合
は
、
E
U

の
第
二
の
柱
で
あ
る
、
共
通
外
交
及
び
安
全
保
障
政
策
（
C
F
S

P
）
の
枠
組
の
中
で
、
共
通
防
衛
へ
の
発
展
の
可
能
性
を
高
め
て
き

て
い
る
。

　
本
書
は
、
こ
の
よ
う
な
欧
州
統
合
の
中
で
現
在
も
っ
と
も
発
展
が

著
し
い
分
野
、
欧
州
防
衛
統
合
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
。
本
書
は
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
、
現
在
及
び
将
来
に
わ
た
っ
て
の
欧
州
防

衛
統
合
を
E
C
・
E
U
の
枠
内
及
び
枠
外
に
も
目
を
向
け
な
が
ら
広

範
囲
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。

　
本
書
の
特
徴
は
、
欧
州
防
衛
統
合
が
「
超
国
家
よ
り
（
日
o
お
盤
－

震
き
簿
δ
轟
一
）
の
枠
組
」
と
「
政
府
間
協
力
よ
り
（
ヨ
o
お
睡
具
震
－

讐
お
旨
ヨ
窪
㌶
一
）
の
枠
組
」
の
両
方
の
枠
組
を
通
じ
て
行
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

き
た
こ
と
を
示
そ
う
と
試
み
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

本
書
は
、
E
U
の
諸
機
関
と
E
U
の
構
成
国
が
創
り
だ
し
て
き
た
法

的
枠
組
を
分
析
手
段
に
用
い
て
、
欧
州
防
衛
統
合
を
描
写
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
本
書
は
、
単
に
E
U
の
共
通
外
交
及
び
安

全
保
障
政
策
を
中
心
と
し
た
欧
州
防
衛
統
合
史
や
共
通
外
交
及
び
安

全
保
障
政
策
に
お
け
る
制
度
・
機
構
の
叙
述
に
と
ど
ま
ら
ず
、
共
同

市
場
・
域
内
市
場
の
確
立
を
目
的
と
す
る
E
C
（
共
同
体
）
の
枠
組

に
お
け
る
例
外
規
定
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
体
枠
組
に

お
け
る
防
衛
統
合
の
発
展
を
も
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

2
　
本
書
は
、
三
つ
の
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
1
部
（
第
1

章
か
ら
第
3
章
）
は
、
第
一
一
次
世
界
大
戦
か
ら
二
〇
〇
四
年
ま
で
の

欧
州
防
衛
統
合
の
発
展
的
過
程
を
扱
っ
て
い
る
。
第
2
部
（
第
4
章

か
ら
第
9
章
）
は
、
欧
州
防
衛
統
合
手
段
と
し
て
の
E
C
法
が
扱
わ

れ
て
い
る
。
第
3
部
（
第
1
0
章
か
ら
第
1
2
章
）
は
、
欧
州
憲
法
条
約

下
の
欧
州
防
衛
統
合
を
議
論
し
て
い
る
。
第
1
部
と
第
3
部
の
両
方

で
は
、
欧
州
防
衛
統
合
史
と
制
度
・
機
構
が
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し
て

取
り
扱
わ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
深
い
連
続
性
を
も
つ
。
第
2
部
は
、

欧
州
防
衛
統
合
の
法
的
枠
組
と
し
て
共
同
体
法
を
示
す
こ
と
に
よ
っ

て
、
第
1
部
に
お
け
る
欧
州
防
衛
統
合
の
発
展
の
議
論
を
比
較
的
か

つ
包
括
的
に
補
足
す
る
こ
と
に
寄
与
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
る
。

3

そ
れ
で
は
、
以
下
に
、
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
く
。

102



紹介と批評

　
（
1
）
第
1
部
は
、
「
欧
州
防
衛
統
合
の
展
開
」
と
題
が
つ
け
ら

れ
て
い
る
。
第
1
部
は
、
歴
史
順
に
並
べ
ら
れ
た
、
三
つ
の
章
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
。
三
つ
の
章
の
区
分
は
、
①
第
二
次
世
界
大
戦
終

了
か
ら
一
九
五
四
年
の
西
欧
同
盟
（
W
E
U
）
の
創
設
及
び
一
九
五

七
年
の
欧
州
経
済
共
同
体
（
E
E
C
）
ま
で
（
第
1
章
）
、
②
そ
の

後
の
発
展
で
あ
る
一
九
九
二
年
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
、
一
九
九

七
年
の
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
の
C
F
S
P
の
描
写
・
分
析
（
第
2

章
）
、
並
び
に
③
サ
ン
・
マ
ロ
に
お
け
る
英
仏
首
脳
会
談
後
の
欧
州

安
全
保
障
及
び
防
衛
政
策
（
E
S
D
P
）
の
生
起
（
第
3
章
）
と
な

っ
て
い
る
。
第
1
部
を
読
め
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
現
在
ま

で
の
欧
州
防
衛
統
合
を
｝
望
で
き
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
、

第
二
の
柱
に
お
け
る
共
通
外
交
及
び
安
全
保
障
政
策
の
現
行
の
枠
組

を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
著
者
は
ま
ず
、
欧
州
防
衛
統
合
の
発
展
は
、
三
つ
の
問
題
、
す
な

わ
ち
、
①
ソ
ビ
エ
ト
と
そ
の
同
盟
国
に
対
す
る
西
側
防
衛
へ
の
西
ド

イ
ツ
の
参
加
問
題
、
②
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
防
衛
へ
の
ア
メ
リ
カ
の
関
与

の
問
題
、
③
欧
州
防
衛
統
合
の
基
礎
は
超
国
家
よ
り
な
も
の
で
あ
る

べ
き
か
あ
る
い
は
政
府
間
協
力
よ
り
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う

選
択
問
題
、
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ

の
上
で
、
第
1
章
「
西
部
戦
線
異
常
な
し
”
欧
州
防
衛
統
合
の
初
期

の
法
史
　
一
九
四
四
年
～
一
九
五
八
年
」
で
は
、
一
九
四
四
年
～
一

九
五
八
年
の
期
間
に
起
き
た
事
項
と
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の

欧
州
防
衛
統
合
の
始
ま
り
で
あ
る
、
一
九
四
八
年
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル

条
約
な
ど
の
相
互
防
衛
条
約
、
一
九
四
九
年
の
N
A
T
O
の
創
設
、

一
九
五
一
年
の
E
C
S
C
の
創
設
の
説
明
が
続
く
。
そ
う
い
っ
た
時

代
的
流
れ
を
踏
ま
え
、
失
敗
に
は
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
の
、
超

国
家
的
な
組
織
で
あ
り
、
か
つ
、
将
来
に
対
し
て
重
要
な
ベ
ン
チ
マ

ー
ク
に
な
っ
た
E
D
C
の
野
心
的
な
計
画
が
描
出
さ
れ
て
い
る
。
W

E
U
の
創
設
と
E
E
C
の
創
設
に
よ
り
、
欧
州
防
衛
統
合
が
、
E
D

C
の
創
設
と
い
う
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
か
ら
逸
れ
て
い
く
こ
と
が
確

実
に
な
っ
た
時
点
と
著
者
は
と
ら
え
、
そ
こ
で
1
章
を
終
わ
ら
せ
て

い
る
。

　
第
2
章
「
我
々
の
安
全
保
障
の
柱
H
欧
州
外
交
及
び
安
全
保
障
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

一
九
五
九
年
～
一
九
九
八
年
」
で
は
、
欧
州
統
合
の
メ
イ
ン
ス
ト
リ

ー
ム
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
か
ら
の
欧
州
防
衛
の
発
展
、
特
に
共
通

外
交
及
び
安
全
保
障
政
策
（
C
F
S
P
）
が
中
心
テ
ー
マ
と
し
て
扱

わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
W
E
U
や
N
A
T
O
に
言
及
し
つ
つ
も
、

C
F
S
P
が
内
包
す
る
断
片
化
（
坤
謎
ヨ
窪
＄
試
o
⇒
）
を
問
題
視
し
、

結
論
で
は
、
3
柱
構
造
の
見
直
し
と
C
F
S
P
の
政
府
間
協
力
的
な

性
質
を
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
ま
た
、
構
成
国
が
軍
事

力
を
投
入
し
、
自
立
的
な
軍
事
力
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
第
3
章
「
サ
ン
マ
ロ
と
新
ロ
ー
マ
の
問
”
欧
州
防
衛
及
び
安
全
保
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障
統
合
の
現
状
　
一
九
九
八
年
～
二
〇
〇
五
年
」
で
は
、
一
九
九
八

年
二
一
月
三
～
四
日
に
お
け
る
英
仏
首
脳
会
談
で
だ
さ
れ
た
サ
ン
・

マ
ロ
宣
言
を
契
機
に
、
欧
州
安
全
保
障
及
び
防
衛
政
策
（
E
S
D

P
）
へ
の
道
が
開
け
た
。
サ
ン
・
マ
ロ
宣
言
、
そ
の
後
の
ケ
ル
ン
欧

州
理
事
会
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
欧
州
理
事
会
、
フ
ェ
イ
ラ
欧
州
理
事
会
、

二
ー
ス
欧
州
理
事
会
へ
の
流
れ
と
E
S
D
P
の
中
身
が
詳
述
さ
れ
て

い
る
。
著
者
は
、
E
S
D
P
の
動
き
を
独
立
的
な
軍
事
力
に
向
け
た

決
定
的
な
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
た
だ
、
E
S
D
P

は
政
府
間
協
力
を
基
礎
と
す
る
第
二
の
柱
（
共
通
外
交
及
び
安
全
保

障
政
策
）
の
一
部
で
あ
り
、
第
一
の
柱
（
共
同
体
）
か
ら
は
乖
離
が

あ
る
こ
と
を
あ
わ
せ
て
指
摘
し
て
い
る
。

　
（
2
）
第
2
部
「
欧
州
防
衛
統
合
の
手
段
と
し
て
の
共
同
体
法
」

で
は
、
題
字
の
通
り
、
欧
州
防
衛
統
合
の
手
段
と
し
て
の
共
同
体
法

の
機
能
の
検
討
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。
分
析
対
象
は
、
E
C
条
約

及
び
第
二
次
法
文
書
に
お
け
る
防
衛
に
関
連
す
る
例
外
規
定

（
o
図
①
B
宮
一
9
）
と
な
っ
て
い
る
。
第
1
部
に
お
い
て
は
、
欧
州
防

衛
統
合
が
E
U
の
枠
内
（
第
二
の
柱
を
中
心
と
し
た
）
と
枠
外
の
両

方
で
断
片
的
に
進
行
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

第
2
部
に
お
い
て
は
、
E
U
に
お
け
る
防
衛
統
合
が
第
二
の
柱
の
み

な
ら
ず
、
第
一
の
柱
（
共
同
体
）
に
お
い
て
も
進
ん
で
い
る
こ
と
を

提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
欧
州
防
衛
統
合
の
断
片
化
の
全
貌
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。

　
著
者
は
、
防
衛
は
商
業
的
及
び
社
会
的
な
側
面
を
も
つ
と
指
摘
す

る
。
そ
の
上
で
、
著
書
は
、
E
C
創
設
者
が
、
共
同
市
場
の
達
成
と

い
う
共
同
体
の
利
益
と
、
他
方
、
構
成
国
の
安
全
保
障
の
利
益
の
両

方
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
す
る
。
そ
れ
ら
両
方
の
利

益
の
均
衡
を
と
る
た
め
に
、
E
C
創
設
者
は
あ
る
一
定
の
条
文
を
E

C
条
約
に
挿
入
し
た
と
著
者
は
捉
え
て
い
る
。
著
者
は
、
そ
れ
ら
均

衡
を
と
る
諸
条
文
と
し
て
、
E
C
条
約
三
〇
条
、
三
九
条
、
四
六
条
、

五
八
条
一
項
㈲
、
二
九
六
条
並
び
に
二
九
七
条
を
列
挙
し
、
そ
れ
ぞ

れ
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
際
、
E
C
条
約
三
〇
条
、
三
九
条
、

四
六
条
、
五
八
条
一
項
㈲
を
第
一
グ
ル
ー
プ
、
E
C
条
約
二
九
六
条

を
第
ニ
グ
ル
ー
プ
、
E
C
条
約
二
九
七
条
を
第
三
グ
ル
ー
プ
の
例
外

と
し
て
い
る
。

　
第
2
部
は
、
六
つ
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
六
つ
の
章
は
、

大
き
く
分
け
る
と
第
4
章
～
第
6
章
と
第
7
章
～
第
9
章
の
二
つ
に

な
る
。
第
4
章
か
ら
第
6
章
ま
で
は
、
上
に
列
挙
し
た
E
C
条
約
に

定
め
ら
れ
た
例
外
条
文
が
検
討
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
第
4
章
か

ら
第
6
章
ま
で
は
、
第
4
章
と
、
第
5
章
及
び
第
6
章
の
二
つ
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
4
章
は
域
内
市
場
の
分
野
に
お
け
る
例
外

規
定
（
第
一
グ
ル
ー
プ
の
例
外
）
、
他
方
第
5
章
及
び
第
6
章
は
、
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全
分
野
に
か
か
わ
る
例
外
規
定
（
第
二
及
び
第
三
グ
ル
ー
プ
の
例

外
）
、
す
な
わ
ち
、
一
般
的
な
適
用
除
外
が
扱
わ
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
、
第
4
章
か
ら
第
6
章
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
第
4
章
「
絶
妙
な
均
衡
”
E
C
条
約
に
お
け
る
自
由
移
動
と
公
共

の
安
全
」
で
は
、
上
に
列
挙
さ
れ
た
E
C
条
約
三
〇
条
、
三
九
条
三

項
、
四
六
条
及
び
五
八
条
一
項
㈲
（
第
一
グ
ル
ー
プ
）
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
E
C
条
約
三
〇
条
は
、
数
量
制
限
の
禁
止
に

対
す
る
例
外
の
正
当
化
事
由
の
一
つ
と
し
て
「
公
共
の
安
全
」
を
挙

げ
て
い
る
。
次
に
、
労
働
者
の
自
由
移
動
を
定
め
た
E
C
条
約
三
九

条
は
、
三
項
で
「
公
共
の
安
全
」
を
理
由
と
し
て
国
家
の
措
置
が
正

当
化
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
E
C
条
約
四
六
条
は
、
開
業
の

自
由
の
例
外
規
定
を
な
す
も
の
で
、
外
国
人
の
特
別
の
取
り
扱
い
が

「
公
共
の
安
全
」
を
理
由
に
正
当
化
さ
れ
る
と
定
め
る
。
さ
ら
に
、

E
C
条
約
五
八
条
一
項
㈲
は
、
資
本
の
自
由
移
動
に
関
す
る
例
外
を
、

「
公
共
の
安
全
」
を
理
由
に
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
定

に
共
通
す
る
の
は
、
共
同
・
域
内
市
場
の
た
め
の
規
定
か
ら
の
「
公

共
の
安
全
」
を
理
由
と
す
る
例
外
規
定
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
著
者
は
こ
れ
ら
の
例
外
規
定
の
検
討
に
あ
た
っ
て
、
第
二
の
柱
に

お
い
て
は
欧
州
司
法
裁
判
所
の
裁
判
管
轄
権
が
排
除
さ
れ
て
い
る
こ

と
と
対
比
す
る
た
め
に
、
第
一
の
柱
に
お
け
る
司
法
審
査
が
ど
う
い

っ
た
も
の
で
あ
る
か
を
提
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
第
4
章
で
は
、

公
共
の
安
全
を
理
由
と
し
て
例
外
を
正
当
化
す
る
措
置
は
司
法
審
査

に
服
す
る
こ
と
、
E
C
条
約
に
お
け
る
例
外
規
定
は
狭
く
解
釈
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
が
安
全
保
障
を
理
由
と
す
る
も
の

に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
司
法
審
査
に
あ
た
っ
て
は
、
比

例
性
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
著
者
は
、

結
論
に
お
い
て
、
防
衛
と
安
全
保
障
は
構
成
国
の
主
権
の
中
心
部
分
、

他
方
自
由
移
動
は
共
同
体
の
中
心
部
分
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
の

均
衡
が
、
例
外
規
定
、
例
外
規
定
の
狭
義
解
釈
並
び
に
比
例
性
原
則

を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
ら
れ
て
い
る
と
ま
と
め
て
い
る
。

　
第
5
章
「
よ
り
絶
妙
な
均
衡
”
軍
備
、
秘
密
と
E
C
条
約
二
九
六

条
」
で
は
、
E
C
条
約
第
六
部
』
般
規
定
及
び
最
終
規
定
」
に
お

か
れ
て
い
る
、
E
C
条
約
二
九
六
条
（
第
ニ
グ
ル
ー
プ
）
が
検
討
対

象
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
武
器
等
の
生
産
・
取
引
に
対
す
る

適
用
除
外
を
認
め
る
E
C
条
約
二
九
六
条
一
項
㈲
と
情
報
提
供
義
務

を
免
除
す
る
同
項
㈱
と
い
う
二
つ
の
例
外
規
定
が
検
討
対
象
と
な
っ

て
い
る
。
著
者
は
、
E
C
条
約
二
九
六
条
一
項
㈲
及
び
同
項
倒
に
定

め
ら
れ
た
適
用
除
外
規
定
が
共
同
・
域
内
市
場
の
達
成
と
い
う
共
同

体
利
益
と
、
他
方
構
成
国
の
安
全
保
障
の
利
益
の
均
衡
を
と
る
の
に

す
ぐ
れ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
な
っ
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
、

著
者
は
、
こ
の
均
衡
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
個
々
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
共
同
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体
と
構
成
国
間
の
権
限
の
境
界
線
を
画
定
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て

い
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
第
6
章
「
最
も
絶
妙
な
均
衡
”
E
C
条
約
二
九
七
条
と
危
機
及
び

戦
争
時
に
お
け
る
共
同
体
法
」
で
は
、
安
全
保
障
に
関
す
る
例
外
規

定
で
あ
る
E
C
条
約
二
九
七
条
（
第
三
グ
ル
ー
プ
）
が
対
象
と
な
っ

て
い
る
。
同
条
は
、
非
常
な
状
況
の
場
合
、
す
な
わ
ち
、
公
の
秩
序

に
影
響
を
及
ぼ
す
重
大
な
国
内
の
騒
擾
、
戦
争
あ
る
い
は
戦
争
の
脅

威
を
構
成
す
る
重
大
な
国
際
的
緊
張
の
場
合
の
こ
と
が
定
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
条
文
は
、
欧
州
司
法
裁
判
所
の
司
法
審
査
に
か
か
り
に

く
く
（
排
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
）
、
構
成
国
に
よ
り
広

い
裁
量
を
与
え
て
い
る
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
著
者
は
、
E
C
条
約
二
九
七
条
を
三
重
逸
脱
性
質
（
鼠
－

亘
曾
粟
0
8
試
9
巴
0
3
轟
9
R
）
（
E
C
条
約
の
枠
か
ら
逸
脱
、
第

一
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
逸
脱
と
第
ニ
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
逸
脱
）
と
い
う

文
言
を
用
い
て
、
そ
の
逸
脱
的
性
質
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
三

重
逸
脱
性
質
と
関
連
し
て
、
そ
れ
が
E
C
条
約
二
九
六
条
に
対
し
て

補
完
的
に
用
い
ら
れ
る
、
す
な
わ
ち
、
他
の
例
外
規
定
が
用
い
ら
れ

な
い
と
き
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
補
完
的
な
性
質
を
有
し
て
い
る
と

説
明
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
E
C
条
約
二
九
七
条
の
適
用
は
非
常

に
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
著
者
は
、
第
4
章
か
ら
第
6
章
を
ま
と
め
て
、
三
つ
の
章
で
取
り

上
げ
ら
れ
た
逸
脱
は
自
動
的
な
も
の
で
は
な
く
、
狭
義
に
解
釈
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
安
全
保
障
の

理
由
を
証
明
し
、
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

　
次
に
、
第
2
部
の
後
半
、
第
7
章
か
ら
第
9
章
を
見
て
い
く
こ
と

に
す
る
。

　
第
7
章
～
第
9
章
で
は
、
共
同
体
第
一
次
法
の
議
論
に
続
く
も
の

と
し
て
、
主
に
第
二
次
法
に
含
ま
れ
る
例
外
規
定
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
防
衛
が
商
業
、
社
会
的
側
面
に
影
響
を
も
っ
て
い
る
と
い

う
認
識
か
ら
、
共
同
体
政
策
の
中
で
防
衛
に
関
連
す
る
政
策
が
議
論

さ
れ
て
い
る
。
第
7
～
第
9
章
で
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
防
衛
産
業
に

お
け
る
武
器
調
達
（
第
7
章
）
、
競
争
、
合
併
及
び
国
家
援
助
（
第

8
章
）
、
な
ら
び
に
軍
隊
に
お
け
る
男
女
平
等
（
第
9
章
）
で
あ
る
。

　
第
7
章
「
欧
州
の
軍
隊
の
た
め
の
重
装
備
、
食
糧
、
飼
料
及
び
備

品
”
共
同
体
法
と
欧
州
防
衛
調
達
の
法
規
」
で
は
、
国
家
政
府
の
活

動
に
直
接
的
に
影
響
を
与
え
る
例
と
し
て
、
現
行
及
び
将
来
の
公
共

調
達
指
令
が
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
公
共
調
達
が
経
済
の
重
要

な
部
分
を
占
め
て
い
る
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
公
共
調
達
契
約
へ
の
市
場

ア
ク
セ
ス
が
域
内
市
場
の
機
能
の
必
須
要
件
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
。

著
者
は
、
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
二
年
に
論
文
を
公
表
し

　
（
3
）

て
お
り
、
そ
れ
を
基
に
し
て
こ
の
章
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

本
書
が
公
刊
さ
れ
た
二
〇
〇
五
年
に
お
い
て
は
有
効
で
あ
っ
た
公
共

106



紹介と批評

供
給
指
令
（
3
蕊
更
閃
∩
）
に
代
わ
り
、
二
〇
〇
六
年
一
月
一
日
よ

り
新
指
令
（
8
0
ミ
一
〇
。
＼
国
O
）
が
有
効
に
な
っ
て
お
り
、
著
書
は
、

本
章
に
お
い
て
、
当
時
有
効
で
あ
っ
た
指
令
と
新
指
令
の
内
容
の
紹

介
を
比
較
し
つ
つ
、
行
っ
て
い
る
。

　
第
8
章
「
兵
器
市
場
の
取
り
締
ま
り
H
欧
州
防
衛
産
業
の
法
規
」

で
は
、
欧
州
防
衛
産
業
分
野
に
お
け
る
競
争
法
、
合
併
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
及
び
国
家
援
助
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
競
争
法
に
関
し
て
は
、
防

衛
産
業
に
か
か
わ
る
企
業
は
規
模
が
大
き
く
、
ま
た
、
多
く
の
製
品

が
二
、
三
の
企
業
に
よ
っ
て
の
み
し
か
生
産
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、

場
合
に
よ
っ
て
は
一
企
業
の
み
が
生
産
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
競
争
法
が
関
係
し
て
く
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
合
併
に
つ
い
て

は
、
合
併
、
乗
っ
取
り
、
合
弁
事
業
が
防
衛
産
業
分
野
で
増
え
て
き

て
い
る
た
め
、
合
併
規
則
一
も
。
㊤
＼
8
0
ミ
国
O
が
関
係
す
る
と
し
、
説

明
を
加
え
て
い
る
。
国
家
援
助
に
つ
い
て
は
、
防
衛
産
業
へ
の
国
家

の
援
助
が
競
争
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
指
摘
し
、
経
済
政
策
、
地

域
政
策
な
ど
の
関
連
分
野
に
お
け
る
E
U
独
自
の
政
策
の
中
に
国
家

援
助
の
調
整
が
統
合
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
結
論
に
お

い
て
、
著
者
は
、
共
同
体
法
は
、
欧
州
防
衛
統
合
の
手
段
と
し
て
は

起
草
さ
れ
て
い
な
い
が
、
第
7
章
及
び
第
8
章
の
検
討
か
ら
共
同
体

法
が
防
衛
調
達
及
び
防
衛
産
業
の
法
規
の
問
題
に
対
処
で
き
る
よ
う

に
す
で
に
整
え
ら
れ
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
。

　
第
9
章
「
兄
弟
姉
妹
の
欧
州
隊
日
構
成
国
の
軍
隊
に
お
け
る
男
女

平
等
の
法
規
」
で
は
、
第
7
章
や
第
8
章
の
よ
う
な
経
済
的
な
面
に

対
す
る
防
衛
の
影
響
で
は
な
く
、
防
衛
が
共
同
体
の
社
会
法
に
影
響

を
与
え
る
こ
と
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
共
同
体

の
男
女
平
等
法
に
関
し
E
C
条
約
一
四
一
条
と
関
連
諸
指
令
の
簡
単

な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
男
女
平
等
指
令
に
関
し
、

欧
州
司
法
裁
判
所
の
諸
判
例
が
提
示
さ
れ
、
分
析
さ
れ
て
い
る
。

　
（
3
）
　
第
3
部
「
憲
法
条
約
下
に
お
け
る
欧
州
防
衛
統
合
」
は
、

第
1
部
に
続
く
も
の
で
、
そ
の
後
の
発
展
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
著
者
は
、
憲
法
条
約
は
E
U
の
新
し
い
法
秩
序
の
た
め

の
防
衛
ア
キ
・
コ
ミ
ュ
ノ
テ
ー
ル
も
含
ん
で
い
る
と
し
、
第
3
部
は
、

第
2
部
の
分
析
の
継
続
で
も
あ
り
、
そ
れ
を
完
全
に
す
る
も
の
で
あ

る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

　
第
3
部
は
、
三
つ
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
著
者
は
、
憲
法
条
約

が
防
衛
に
対
し
て
一
貫
し
た
法
的
枠
組
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
否

か
、
換
言
す
れ
ば
、
欧
州
防
衛
統
合
の
断
片
化
を
乗
り
越
え
る
も
の

で
あ
る
の
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
重
要
な
問
題
と
し
て
捉
え
、
そ
の

問
題
意
識
を
も
っ
て
、
第
1
0
章
以
下
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
欧
州
憲
法
条
約
の
最
も
革
新
的
な
点
は
列
柱
構
造
の
廃
止
で
あ
る

と
し
、
こ
れ
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
欧
州
防
衛
統
合
の
断
片
化
を
克
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服
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
も
の
の
、
実
際
は
こ
の
「
合
併
」
は
C
F

S
P
の
政
府
間
協
力
的
な
性
質
に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
を
第
1
0
章

か
ら
第
1
2
章
で
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

　
第
1
0
章
「
柱
に
参
加
、
部
隊
に
参
加
”
共
通
安
全
保
障
及
び
防
衛

政
策
の
目
的
と
原
則
」
で
は
、
共
通
安
全
保
障
及
び
防
衛
政
策
（
C

S
D
P
）
の
目
的
と
原
則
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
第
n
章
「
危
機
管
理
、
軍
備
、
集
団
防
衛
“
憲
法
条
約
下
に
お
け

る
防
衛
統
合
の
範
囲
」
で
は
、
欧
州
憲
法
条
約
が
こ
れ
ま
で
の
欧
州

安
全
保
障
及
び
防
衛
政
策
（
E
S
D
P
）
を
ど
れ
ほ
ど
発
展
さ
せ
る

も
の
で
あ
る
か
、
防
衛
ア
キ
・
コ
ミ
ュ
ノ
テ
ー
ル
は
ど
の
よ
う
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
か
、
他
の
安
全
保
障
機
関
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に

な
る
か
と
い
う
三
点
を
中
心
に
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
検
討
の
結
果
、
著
者
は
憲
法
条
約
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て

い
る
。

　
欧
州
憲
法
条
約
に
定
め
ら
れ
る
C
S
D
P
は
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
、

ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
及
び
二
ー
ス
条
約
で
す
で
に
扱
わ
れ
た
安
全
保
障

と
防
衛
政
策
の
面
を
発
展
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ぺ
ー
タ
ー
ス
ブ
ル

ク
任
務
は
、
こ
れ
ま
で
の
任
務
に
加
え
、
テ
ロ
に
対
す
る
闘
い
も
含

む
と
さ
れ
、
よ
り
広
範
囲
な
も
の
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同

時
に
、
同
任
務
は
、
よ
り
常
設
的
で
か
つ
利
用
可
能
な
欧
州
即
応
軍

（
E
R
R
F
）
の
設
立
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
危
機
管
理
に
お
い

て
構
造
化
さ
れ
た
協
力
（
ω
＃
幕
ε
冨
α
8
6
℃
震
讐
δ
コ
）
と
い
う

　
　
　
　
（
4
）

柔
軟
な
枠
組
に
い
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
欧
州
防
衛
庁
（
団
ξ
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

o
冨
き
O
亀
窪
8
＞
鵬
2
身
）
が
憲
法
条
約
の
発
効
前
に
、
欧
州
軍

事
能
力
及
び
軍
備
政
策
（
国
ξ
○
冨
き
O
碧
暮
三
幕
ω
き
α

＞
噌
ヨ
餌
ヨ
Φ
昌
ω
℃
9
身
）
を
行
う
た
め
に
設
立
さ
れ
た
。
ま
た
、
主

な
、
か
つ
議
論
の
余
地
の
あ
る
改
革
で
あ
る
が
、
新
条
約
が
集
団
的

な
防
衛
条
項
を
含
ん
で
い
る
。
欧
州
憲
法
条
約
は
列
柱
構
造
を
廃
止

す
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
自
由
移
動
の
分
野
に
お
け
る
例
外
規
定
、
国

家
の
安
全
保
障
の
分
野
に
お
け
る
例
外
規
定
（
E
C
条
約
二
九
六
条

及
び
二
九
七
条
）
に
あ
た
る
条
項
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
引
き
継

い
で
お
り
、
防
衛
ア
キ
・
コ
ミ
ュ
ノ
テ
ー
ル
を
受
け
入
れ
る
も
の
と

捉
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
E
C
条
約
二
九
七
条
に
当
た
る
条
文
は
、

E
C
条
約
二
九
八
条
に
当
た
る
条
文
と
と
も
に
、
「
域
内
政
策
と
行

動
」
と
題
さ
れ
る
編
の
最
初
に
移
動
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
欧
州
憲

法
条
約
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
条
約
の
伝
統
に
従
い
、
C
S
D
P
は
他

の
安
全
保
障
機
関
、
特
に
、
N
A
T
O
に
関
係
し
、
依
存
す
る
も
の

で
あ
る
と
。

　
第
1
2
章
「
古
い
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
新
大
臣
H
憲
法
条
約
下
に
お
け
る

共
通
安
全
保
障
及
び
防
衛
政
策
の
機
構
構
造
」
で
は
、
機
構
構
造
が

政
府
間
協
力
的
機
関
（
欧
州
理
事
会
、
理
事
会
及
び
そ
の
下
部
組
織
、

連
合
外
務
大
臣
）
と
超
国
家
的
機
関
（
欧
州
委
員
会
、
欧
州
議
会
及
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び
欧
州
司
法
裁
判
所
）
に
分
け
て
、
現
行
と
の
相
違
が
詳
細
に
説
明

さ
れ
て
い
る
。

　
著
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
を
検
討
し
た
後
、
欧
州
憲
法
条
約
に
定

め
ら
れ
る
C
F
S
P
と
C
S
D
P
の
機
構
枠
組
は
、
二
ー
ス
条
約
の

ア
キ
に
対
す
る
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
評
価
す
る
。

欧
州
憲
法
条
約
は
、
E
U
の
三
列
柱
構
造
を
克
服
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
が
、
同
条
約
は
防
衛
と
安
全
保
障
政
策
を
政
府
間
協
力

的
な
C
F
S
P
と
C
S
D
P
の
柱
に
お
い
て
規
律
し
続
け
る
も
の
で

あ
る
と
捉
え
る
。
C
F
S
P
と
C
S
D
P
を
他
の
E
U
の
政
策
か
ら

従
来
と
変
わ
ら
ず
分
離
し
続
け
る
こ
と
は
、
E
U
の
対
外
行
動
の
一

貫
性
と
効
果
を
損
な
う
も
の
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

欧
州
憲
法
条
約
に
お
い
て
も
欧
州
議
会
の
積
極
的
な
役
割
と
欧
州
司

法
裁
判
所
に
よ
る
司
法
審
査
が
排
除
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
き
、
そ
れ

は
C
F
S
P
と
C
S
D
P
の
合
法
性
を
害
す
る
本
質
的
な
民
主
主
義

の
赤
字
に
な
る
と
し
て
、
著
者
は
批
判
を
加
え
て
い
る
。

　
（
4
）
　
本
の
最
後
の
結
論
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
こ
の
本
が
、
欧

州
防
衛
及
び
安
全
保
障
の
断
片
化
を
提
示
し
て
き
た
と
し
、
欧
州
防

衛
統
合
は
、
一
九
四
〇
年
代
に
開
始
さ
れ
た
共
通
防
衛
の
不
確
か
な

究
極
の
ゴ
ー
ル
に
む
け
て
の
過
程
に
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
三

つ
の
部
で
議
論
さ
れ
た
こ
と
が
要
約
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
上
で
、
欧
州
防
衛
統
合
の
断
片
化
問
題
に
関
し
て
改
善
す
べ

き
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
E
C
条
約
一
一
九
六
条
一
項
㈲
、

憲
法
条
約
皿
－
四
三
六
①
㈲
に
つ
い
て
一
九
五
八
年
の
一
覧
表
が
修

正
さ
れ
、
逸
脱
可
能
な
対
象
武
器
を
限
定
し
、
よ
り
防
衛
産
業
市
場

が
自
由
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
。
第
二
に
、
連
合
外
務
大
臣
が

防
衛
の
共
同
体
の
側
面
と
C
S
D
P
の
両
方
に
責
任
を
も
つ
べ
き
こ

と
。
第
三
に
、
参
加
す
る
構
成
国
の
長
期
的
な
寄
与
に
基
づ
く
常
設

欧
州
即
応
部
隊
が
、
ぺ
ー
タ
ー
ス
ブ
ル
ク
任
務
を
実
施
す
る
に
あ
た

っ
て
核
と
な
る
部
隊
を
連
合
に
備
え
さ
せ
る
た
め
に
設
立
さ
れ
る
べ

き
こ
と
。
第
四
に
、
欧
州
司
法
裁
判
所
の
裁
判
管
轄
権
の
排
除
が
廃

止
あ
る
い
は
修
正
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。
第
五
に
、
C
S
D
P
に
対
す

る
効
果
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
欧
州
議
会
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
よ
う

に
す
べ
き
こ
と
。
第
六
に
、
理
事
会
の
特
定
多
数
決
が
C
S
D
P
に

関
す
る
問
題
に
導
入
さ
れ
る
こ
と
。
第
七
に
、
E
U
の
枠
組
外
に
あ

る
組
織
及
び
構
造
が
そ
の
活
動
が
欧
州
連
合
の
枠
組
に
統
合
さ
れ
た

後
解
消
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。

　
最
後
に
著
者
は
、
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
理
論
的
に

は
究
極
の
欧
州
防
衛
統
合
の
行
く
先
は
、
「
共
通
防
衛
」
で
あ
る
。

し
か
し
、
欧
州
防
衛
統
合
は
ま
だ
断
片
化
し
て
い
る
が
、
最
近
の
発

展
は
一
貫
性
を
増
し
て
き
て
い
る
。
も
し
構
成
国
が
共
通
安
全
及
び

防
衛
政
策
の
本
質
的
な
部
分
を
「
共
同
体
化
」
し
、
軍
事
能
力
に
お

109



法学研究80巻8号（2007：8）

け
る
必
要
な
投
資
を
し
、
か
つ
N
A
T
O
と
の
適
切
な
関
係
を
み
つ

け
る
意
思
を
も
っ
て
い
た
ら
、
E
U
は
際
立
っ
た
欧
州
安
全
及
び
防

衛
組
織
に
な
る
と
。

4
　
以
上
、
本
書
の
内
容
を
要
約
し
て
紹
介
し
た
。
本
書
で
は
、
欧

州
防
衛
統
合
が
断
片
化
し
て
い
る
と
い
う
著
書
の
主
張
が
本
全
体
を

通
じ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
第
二
の
柱
あ
る
い
は
E
U
の
枠
外

に
お
け
る
欧
州
防
衛
統
合
と
、
第
一
の
柱
に
お
け
る
欧
州
防
衛
統
合

の
断
片
化
を
政
府
間
協
力
よ
り
の
組
織
と
超
国
家
よ
り
の
組
織
と
い

う
言
葉
を
用
い
な
が
ら
表
現
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に

も
関
連
す
る
が
、
共
同
体
の
利
益
と
構
成
国
の
利
益
の
間
な
ど
の

「
均
衡
」
と
い
う
言
葉
が
至
る
と
こ
ろ
で
使
わ
れ
、
重
要
視
さ
れ
て

い
る
の
も
特
徴
的
で
あ
る
。

　
本
書
は
共
同
体
法
に
よ
る
欧
州
防
衛
法
を
論
じ
て
い
る
点
で
ユ
ニ

ー
ク
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ

た
E
C
条
約
及
び
第
二
次
法
に
お
け
る
「
公
共
の
安
全
」
を
理
由
と

す
る
例
外
条
文
を
、
判
例
が
存
在
す
る
場
合
は
判
例
を
用
い
て
、
ひ

と
つ
ひ
と
つ
の
条
文
や
条
項
を
丹
念
に
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、
一

口
に
例
外
条
文
と
言
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
性
質
を
も
つ
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
性
質
を
考
慮
し
な
が
ら
、
本
の
構
成
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い

る
。

　
た
だ
、
著
者
は
、
共
同
体
法
に
よ
る
欧
州
防
衛
法
を
論
じ
て
は
い

る
が
、
そ
の
欧
州
防
衛
法
の
実
質
を
取
り
扱
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
本
書
の
第
2
部
に
お
い
て
、
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
E
C
条
約
や

第
二
次
法
は
、
主
に
、
共
同
体
法
規
の
適
用
除
外
を
認
め
、
構
成
国

が
共
同
体
法
規
か
ら
逸
脱
す
る
国
内
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
、
例
外
条
文
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
E
C
の
安
全
保
障
や
防
衛
そ

の
も
の
の
実
質
内
容
に
関
連
す
る
、
E
C
条
約
や
第
二
次
法
を
検
討

対
象
の
メ
イ
ン
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
汎
用
品
規

則
は
通
商
に
も
安
全
保
障
に
も
か
か
わ
る
第
二
次
法
で
あ
る
が
、
例

外
条
文
の
関
連
で
の
み
取
り
扱
わ
れ
、
そ
の
実
質
に
対
す
る
検
討
は

な
さ
れ
て
い
な
い
。
第
一
の
柱
と
第
二
の
柱
の
交
錯
点
で
あ
る
、
経

済
制
裁
措
置
も
通
商
と
安
全
保
障
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
検

討
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
第
2
部
は
、
例
外
条
文
と
い
う
観

点
か
ら
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
共
同
体
法
の
枠
組
に
お
け
る
安
全
保

障
や
防
衛
に
関
す
る
実
体
法
が
検
討
対
象
の
メ
イ
ン
に
お
か
れ
て
い

な
い
点
に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
る
。
も
っ
と
も
、
著
者
は
、
こ
れ
ま

で
あ
ま
り
検
討
の
対
象
と
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
、
E
C
条
約
二
九
六

条
、
二
九
七
条
を
詳
細
に
取
り
扱
い
、
か
つ
、
E
C
条
約
三
〇
条
、

三
九
条
三
項
、
四
六
条
及
び
五
八
条
一
項
㈲
、
さ
ら
に
、
公
共
供
給

指
令
、
合
併
規
則
、
男
女
平
等
指
令
な
ど
の
第
二
次
法
を
安
全
保
障

の
角
度
か
ら
扱
っ
て
お
り
、
大
変
に
興
味
深
く
、
一
読
に
値
す
る
も
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の
で
あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
は
な
い
。

　
ま
た
、
第
1
部
で
は
、
現
在
の
C
F
S
P
、
ま
た
、
第
3
部
で
は

欧
州
憲
法
条
約
下
の
C
F
S
P
が
制
度
法
的
観
点
か
ら
詳
細
に
検
討

さ
れ
、
法
的
な
観
点
か
ら
の
研
究
成
果
が
ま
だ
不
足
し
て
い
る
中
で
、

本
書
は
有
益
な
文
献
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
欧
州

憲
法
条
約
に
代
わ
り
改
革
条
約
が
新
た
に
調
印
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

制
度
の
変
更
の
可
能
性
が
あ
る
の
は
残
念
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
結

論
部
分
で
な
さ
れ
て
い
る
、
断
片
化
問
題
に
対
す
る
改
善
の
具
体
的

な
提
案
は
、
今
後
の
欧
州
防
衛
を
考
え
て
い
く
上
で
有
用
な
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

（
1
）
E
U
は
、
第
一
の
柱
（
E
C
を
中
心
と
す
る
）
、
第
二
の
柱

　
（
共
通
外
交
及
び
安
全
保
障
政
策
）
、
第
三
の
柱
（
刑
事
事
項
に
お
け

　
る
警
察
お
よ
び
司
法
協
力
）
と
い
う
三
つ
の
柱
か
ら
な
る
神
殿
構
造

　
に
た
と
え
ら
れ
る
。
第
一
の
柱
に
お
い
て
は
、
構
成
国
の
主
権
の
一

部
が
E
C
に
移
譲
さ
れ
、
独
自
の
機
関
が
存
在
し
、
同
機
関
に
よ
り

　
法
が
制
定
さ
れ
、
た
と
え
構
成
国
が
反
対
し
た
と
し
て
も
拘
束
さ
れ

　
る
。
第
一
の
柱
は
超
国
家
的
な
性
質
を
も
つ
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
柱
及
び
第
三
の
柱
は
、
政
府
間
協
力
を
基

　
礎
と
す
る
構
造
と
な
っ
て
お
り
、
意
思
決
定
は
原
則
全
会
一
致
で
な

　
さ
れ
る
。
著
者
は
、
超
国
家
的
組
織
と
政
府
間
協
力
組
織
と
を
厳
密

　
な
意
味
で
区
別
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
超
国
家
よ
り
（
ヨ
o
お

ω
暮
轟
轟
二
〇
墨
一
）
の
組
織
、
政
府
間
協
力
よ
り
（
ヨ
O
お
　
一
暮
段
－

讐
話
旨
∋
2
9
一
）
の
組
織
と
あ
い
ま
い
さ
を
残
す
形
で
区
別
し
て

　
い
る
。

（
2
）
第
1
章
は
、
主
タ
イ
ト
ル
が
「
西
部
戦
線
異
状
な
し
」
、
副
タ

　
イ
ト
ル
が
「
欧
州
防
衛
統
合
の
初
期
の
法
史
」
と
な
っ
て
い
る
。
本

全
体
を
通
じ
て
、
主
タ
イ
ト
ル
に
は
、
象
徴
的
な
言
葉
が
用
い
ら
れ
、

副
タ
イ
ト
ル
が
実
質
的
な
内
容
を
表
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
タ
イ

　
ト
ル
に
著
書
の
こ
だ
わ
り
が
読
み
取
れ
る
。
な
お
、
第
1
章
の
主
タ

　
イ
ト
ル
は
、
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
マ
リ
ア
・
ル
マ
ル
ケ
の
小
説
「
西
部
戦

線
異
常
な
し
」
か
ら
借
用
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）
．
零
o
。
ξ
①
B
。
日
8
『
9
①
＞
『
ヨ
㊦
α
閃
o
噌
8
ω
一
頃
巴
き
含
晃

　
ω
0
2
ユ
身
餌
口
α
跨
o
周
旨
0
3
巴
］
≦
餌
爵
魯
、
、
導
ミ
閑
ミ
も
b
翁
ミ
ト
ミ
奄

　
肉
ミ
暗
ド
N
O
O
坪
＄
㌣
目
GQ
’

（
4
）
　
柔
軟
な
枠
組
と
は
、
E
U
の
構
成
国
す
べ
て
が
参
加
を
義
務
づ

　
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
「
構
造
化
さ
れ
た

　
協
力
」
自
体
が
柔
軟
で
あ
る
こ
と
は
意
味
し
な
い
。

（
5
）
　
日
本
の
防
衛
省
の
よ
う
な
防
衛
任
務
は
な
い
た
め
、
欧
州
防
衛

　
能
力
庁
と
訳
出
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
植
田
隆
子
「
二
二
章
　
E
U

　
の
安
全
保
障
政
策
」
一
九
七
頁
（
注
5
）
柏
倉
康
夫
・
植
田
隆
子
・

　
小
川
英
治
編
『
E
U
論
』
二
〇
〇
七
年
、
放
送
大
学
教
育
振
興
会
。

（
頃
巽
一
勺
仁
巨
一
ω
註
コ
堕
N
O
O
㎝
．
一
一
＜
＋
島
ぎ
P
）

中
西
　
優
美
子
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